
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

10年債 200 200 200 200 200 200

5年債 100 100 100 100 100 100

フレックス 200

2023年度発行計画

※ フレックス枠は金利や債券需要の動向に応じて、最適な年限で機動的に発行を行う枠です。（機関投資家向け）
※ 発行計画は、2023年3月時点のものであり、変更することがあります。

区分 5年債／10年債

利率 発行月の上旬に決定します

発行価格 額面100円につき100円

購入単位 1万円から1万円単位

募集期間 発行月の上旬～中旬

利払月 ３月・ ９月

購入できる方 特に制限はありません

※ 発行条件等は、決定次第、ホームページに掲載します。
（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsi/zaisei/dosai/keikaku_jisseki.html）

※ 募集時に取扱金融機関へお支払いいただく金額は、購入対価のみとなります。

（裏面もご覧ください）

発行条件など

（単位：億円）

北海道では、道路・河川などの整備や、学校など公共施設の建設、災害復旧等に

必要な資金を調達するため「北海道債」を発行しています。

あなたの資産を「活力ある北海道」をつくるために
役立ててみませんか

北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）

北海道債

北海道内の温室効果ガス排出量を
2030年度までに48％削減、2050年

までに実質ゼロと持続可能で元気
な北海道づくりを進める「ゼロカー
ボン北海道」の実現を目指します。
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株式会社北洋銀行 北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社みずほ銀行 関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

株式会社北海道銀行 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

金
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商
品
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野村證券株式会社 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○

大和証券株式会社 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

SMBC日興証券株式会社 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○

みずほ証券株式会社 関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

しんきん証券株式会社 関東財務局長（金商）第93号 ○

BNPパリバ証券株式会社 関東財務局長（金商）第2521号 ○ ○ ○

ゴールドマン・サックス証券株式会社 関東財務局長（金商）第69号 ○ ○ ○

売却について

※ 個人向けの販売を行っていない場合もありますので、直接、取扱金融機関へお問い合わせください。
※ 取扱金融機関が変更となることもありますので、ご留意願います。また、一部掲載していない取扱金融機関があります。

お問い合わせ先 北海道総務部財政局財政課資金係

TEL：011-204-5300（直通）

ご不明な点は、上記の取扱金融機関又は下記までお問い合わせください。

作成：2023年3月

地方債は満期前でも売却・換金することが可能ですが、債券の価格は、市場の金利水準により
日々変動しておりますので、満期前に売却・換金される場合には、損失が生じるおそれがあり
ます。ただし、満期まで保有された場合には、額面で元本が支払われます。

発行体である北海道の信用状況・財産状況の変化等により、元本や利子の支払いが滞り、
支払い不能が生じるリスクがあります。
預金ではありませんので、預金保険の対象外となります。

取扱金融機関

元本・利子の
お支払について

障がいまたは遺族に関する公的年金を受給されている方等、一定の要件に該当する場合は、
マル優・特別マル優（障がい者等の少額貯蓄及び少額公債非課税制度）をご利用になれま
す。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。

非課税枠の
ご利用について

お申し込みにあたっては、取扱金融機関でお渡しする契約締結前交付書面等を良くお読みい
ただき、必ず内容をご理解の上でご判断願います。

お申し込み

約定が成立した取引は、募集期間終了後の取り消しや内容の変更は出来ません。（募集期間
中については、金融機関により取扱いが異なりますので取扱金融機関にご確認ください。）

その他


